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ミャンマーIP速報  

商標最新情報 

2019 年ミャンマー商標法 － 商標書式  

ミャンマー商業省（「MOＣ」）のミャンマー知的財産局（「MIPD」）は、こ

の度、通達第 44/2022 号に基づき、2言語による 19種類の商標申請

書式一式（「商標書式」）をウェブサイト上に公開した。 

商標書式のコピーはこちらこちらからダウンロードできる。 

 

注目すべきポイント 

2020年 10月 1日に開始したミャンマーにおける新しい商標登録制度

の「ソフトオープン期間」は、MOC が令第 63/2020 号で発表したもの

である。その後、目立った進展はなく、現在はまだ「ソフトオープン期

間」である。 

現在のところ、商標書式に関して MIPD から詳細な手順やガイダンス

が発表されたわけではないが、これは新商標登録制度のグランドオ

ープンに向けての重要な一歩となる。 

私共は、MIPD が近い将来、商標書式に関するガイダンスを発行し、

トレーニングセッションを開催することを期待している。 

さらに、2023年半ばまでには、MIPの手数料の支払いに関する公式

発表があるものと考える。 

2019 年新商標法及び新商標電子システムの詳細については、今年

3月のクライアントアラートを参照されたい。 

 

詳細 

2022年 7月 1日、MOCは通達第 44/2022号を公布、2019年

商標法に基づく商標出願に用いる商標書式を MIPD の公式ウェ

ブサイト上で明示した。 

商標書式の詳細は次の表のとおり。 
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書式番号 内容 

TM-1 商標登録出願 

TM-2 代表者、もしくは代理人選任 

TM-3 出願回復申請 

TM-4 出願書類の誤り訂正申請 

TM-5 出願取下げ申請 

TM-6 出願の商品／役務の限定申請 

TM-7 登録出願の分割申請 

TM-8 商標登録出願に対する異議申立て 

TM-9 登録証明書の請求 

TM-10 商標登録の補正申請 

TM-11 商標登録の更新申請 

TM-12 所有権移転の登記申請 

TM-13 商標使用許諾登録申請 

TM-14 商標使用許諾の抹消申請 

TM-15 登録商標の無効化申請 

TM-16 登録商標の抹消申請 

TM-17 代表者又は代理人の変更申請 

TM-18 期間延長申請 

TM-19 審判請求 
 

 

現段階では、MIPD から 商標書式 に関する詳細な手順やガイダン

スは発行されていないが、MIPD に問い合わせたところ、商標書式

に関する更なるガイダンスや情報が順次提供されるとのことであっ

た。 

また、MIPDとの非公式な話し合いによると、申請者がミャンマー国内

の法人または個人でない場合、および/またはミャンマー国外で実行

される場合においては、書式 TM-2 (Appointment of representative 

or agent) は公証手続きが必要となる可能性が非常に高いと思われ

る。 

************************************* 

 

ミャンマーの商標や知的財産権については、動向を引き続き注視し

て参ります。進展があり次第、最新情報を発信します。 

ご質問やご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくだ

さい。 
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